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化学物質審議会の審議状況等について 
（令和７年２月～令和８年２月） 

 

１．化学物質審議会 体制図  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．各部会の審議状況  

（１）審査部会 

①審議事項 

主に化学物質の性状に基づいて判断する次の事項について、調査審議を行う。 

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）関係 

・第一種特定化学物質の指定 

・監視化学物質の指定 

・新規化学物質の判定 

 

②構成員（令和８年１月３１日現在） 

部会長 蒲生 昌志  国立研究開発法人産業技術総合研究所安全科学研究部門  

研究部門長 

宇野 誠一  国立大学法人鹿児島大学水産学部 教授 

大浦 健    名城大学農学部生物環境科学科 教授 

木村 信忠  国立研究開発法人産業技術総合研究所研究戦略本部研究戦略

企画部 審議役 

栗栖 太   国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 教授 

河野 久美子 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産技術研究所環境・

応用部門環境保全部化学物質グループ 主幹研究員 

高橋 かより 国立研究開発法人産業技術総合研究所物質計測標準研究部門 

主任研究員 

 

③開催状況 

令和７年：３月２４日、４月１８日、５月２６日、６月２０日、７月２２日、 

９月１９日、１０月２１日、１１月１４日、１２月１２日 

令和８年：１月１３日 

  ※薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会（厚生労働省）及び中央環境審議

会環境保健部会化学物質審査小委員会（環境省）との合同開催。 

 

資料１０ 

安全対策部会 

審査部会 

化学物質審議会 
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④審議結果 

(a)第一種特定化学物質の指定 

⚫ 令和７年４月１８日に行われた本部会において、ペルフルオロヘキサンスルホン

酸（PFHxS）関連物質を第一種特定化学物質として指定すべきとの判定がなされ

た。 

⚫ 令和７年６月２０日に行われた本部会において、クロルピリホス、中鎖塩素化パ

ラフィン並びに長鎖ペルフルオロカルボン酸（LC-PFCA）とその塩及び LC-PFCA関

連物質を第一種特定化学物質として指定すべきとの判定がなされた。 

⚫ 令和８年１月１３日に行われた本部会において、PFHxS関連物質として厚生労働

省令、経済産業省令、環境省令において１１７物質を規定することが了承され

た。 

 

(b)新規化学物質の判定に係る審議状況 

（単位：件） 

 令和５年度 令和６年度 

審査部会における審議件数（※１） ２７３ ３１６ 

判定結果の通知件数（※２） 

 

第４条第１項第１号 ０ ０ 

〃  第２号 １８ １７ 

〃  第３号 ８ ７ 

〃  第４号 ３２ ３４ 

〃  第５号 １１１ １１５ 

〃  第６号 ０ ０ 

第５条第１項 

（低生産） 

１１２ １４６ 

合 計 ２８１ ３１９ 

 うち、特定新規

化学物質に係る

通知件数 

第２条第８項第１号 

（人健康影響） 

８ ３ 

〃  第２号 

（生態影響） 

１ １ 

  （※１）当該年度内に審議した新規化学物質の件数。(同一物質を含む。) 

  （※２）当該年度内に発出した判定通知の件数。(同一物質を含む。) 

 

⑤今後の予定 

毎年１０回の開催を予定している。 
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（２）安全対策部会 

①審議事項 

主に化学物質の性状並びに製造・輸入・使用の状況、環境排出量及び環境残留量等を

総合的に勘案して判断する次の事項について、調査審議を行う。 

○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）関係 

・第一種特定化学物質使用製品の指定 

・第一種特定化学物質の例外使用用途の指定 

・第二種特定化学物質の指定 

・第二種特定化学物質使用製品の指定 

・第二種特定化学物質の製造及び輸入制限の必要性の認定 

・監視化学物質・優先評価化学物質の有害性調査の指示 

・監視化学物質・優先評価化学物質の有害性調査の指示に係る報告に基づく判定 

・優先評価化学物質の指定 

○特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化

管法）関係 

・第一種指定化学物質の指定 

・第二種指定化学物質の指定 

 

②構成員（令和８年１月１３日現在） 

部会長 蒲生 昌志  国立研究開発法人産業技術総合研究所安全科学研究部門 研

究部門長 

石川 百合子 国立研究開発法人産業技術総合研究所安全科学研究部門リス

ク数理解析研究グループ 主任研究員 

小野 恭子  国立研究開発法人産業技術総合研究所安全科学研究部門サー

キュラーテクノロジー実装研究センター 副研究センター長 

木島 雄平  日本石鹸洗剤工業会環境・安全専門委員会 委員長 

木村 信忠  国立研究開発法人産業技術総合研究所研究戦略本部研究戦略

企画部 審議役 

栗栖 太   国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 教授 

須方 督夫  一般社団法人日本化学工業協会 常務理事 

永井 孝志  国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業環境

研究部門土壌環境管理研究領域 上級研究員 

林 真実   公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・

相談員協会 理事・九州支部長 

村田 里美  国立研究開発法人土木研究所流域水環境研究グループ水質チ

ーム 主任研究員 

森田 健   独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質管理センター 

上席技術専門官 
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③開催状況 

令和７年：７月２２日、９月１９日、１１月１４日 

令和８年：１月１３日 

※薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会（厚生労働省）及び中央環境審議

会環境保健部会化学物質審査小委員会（環境省）との合同開催。 

 

④審議結果 

(a)第一種特定化学物質使用製品及び例外使用用途の指定 

⚫ 令和７年７月２２日に行われた本部会において、PFHxS関連物質を第一種特定化

学物質として指定することに伴い、化審法第２４条第１項に規定する当該化学物

質が使用されている製品で輸入してはならないものの指定及び同法第２８条第２

項に規定する技術上の基準に従わなければならない当該化学物質が使用されてい

る製品の指定について審議が行われた｡ 

⚫ 令和７年９月１９日に行われた本部会において、クロルピリホス、中鎖塩素化パ

ラフィン並びに LC-PFCAとその塩及び LC-PFCA関連物質を第一種特定化学物質と

して指定することに伴い、化審法第２４条第１項に規定する当該化学物質が使用

されている製品で輸入してはならないものの指定及び同法第２８条第２項に規定

する技術上の基準に従わなければならない当該化学物質が使用されている製品の

指定について審議が行われた｡ 

 

 

➢ 法第２４条第１項に規定する当該化学物質が使用されている製品で輸入してはな

らないもの 

化学物質 法第２４条第１項に規定する政令で定めるべき製品 

PFHxS関連物質 

・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 

・金属の加工に使用するエッチング剤 

・メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤 

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理を

した生地 

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理を

した衣服 

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理を

した床敷物 

・はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤 

・半導体の製造に使用する反射防止剤 

・半導体の製造に使用するエッチング剤 

・半導体用のレジスト 

クロルピリホス ・木材用の防虫剤 
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中鎖塩素化パラフィン 

・樹脂用の可塑剤 

・生地、樹脂又はゴムに防炎性能を与えるための調

製添加剤 

・潤滑油、切削油及び作動油 

・塗料 

・接着剤及びシーリング用の充塡料 

・はつ水剤及び繊維保護剤 

LC-PFCAとその塩及び

LC-PFCA関連物質 

・業務用写真フィルム 

・潤滑油 

・塗料 

・はつ水剤及びはつ油剤 

・接着剤及びシーリング用の充塡料 

・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 

・ワックス 

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理を

した生地 

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理を

した衣服 

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理を

した床敷物 

 

➢ 法第２８条第２項に規定する技術上の基準に従わなければならない当該化学物質

が使用されている製品 

化学物質 
法第２８条第２項に規定する技術上の基準に従わな

ければならない当該化学物質が使用されている製品 

PFHxS関連物質 ・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 

LC-PFCAとその塩及び

LC-PFCA関連物質 
・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 

 

(b)優先評価化学物質の指定 

令和７年１１月１４日及び令和８年１月１３日に行われた本部会において、一般化

学物質等のスクリーニング評価について審議を行い、人健康影響の観点から３物質

（「フルフラール」、「カリウム＝ジエチルジチオカルバマート」、「三酸化二アンチモ

ン」（内、「カリウム＝ジエチルジチオカルバマート」は優先評価化学物質の指定根拠

の追加））、生態影響の観点から４物質（「アルキル（Ｃ＝８～１６、直鎖型）＝Ｄ－

グルコピラノシド又は（Ｄ－グルコピラナン（糖間の結合がグリコシド結合であるも

のに限る。）のアルキル（Ｃ＝８～１６、直鎖型）グリコシド）」、「ピリジン」、「１，

２－ベンゾチアゾリン－３－オン」、「ヘキサン－１，６－ジイルジアミン」）が優先

評価化学物質として指定することが適当であるとの結論が得られた。 
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(c)優先評価化学物質のリスク評価（一次）評価Ⅱ 

令和７年９月１９日に行われた本部会において、優先評価化学物質２物質につい

て、令和８年１月１３日に行われた本部会において、優先評価化学物質３物質（内、

１物質は９月に審議された物質）について、リスク評価（一次）評価Ⅱの審議が行わ

れた。 

 

(d) Weight of Evidenceを用いた優先評価化学物質の分解性の評価 

令和７年７月２２日に行われた本部会において、優先評価化学物質２物質につい

て、Weight of Evidenceを用いた分解性の評価の審議が行われた。 

 

⑤今後の予定 

毎年４回程度の開催を予定している。 

 

以上 
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（参考） 

 

化学物質審議会における諮問・答申一覧（会長が同意した部会決議等） 

 

諮問年月日 答申年月日 件 名 

Ｒ６.４.５ Ｒ７.４.８ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

（昭和４８年法律第１１７号）第４条第１項、

第２項及び第４項並びに第５条第２項、第３項

及び第８項に規定する新規化学物質の判定等に

関する化学物質審議会への諮問について 

Ｒ７.４.８ Ｒ７.４.22 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

（昭和４８年法律第１１７号）第２条第２項に

規定する第一種特定化学物質に関する化学物質

審議会への諮問について 

Ｒ７.４.14 Ｒ７.５.２ 

Ｒ７.６.６ 

Ｒ７.７.２ 

Ｒ７.８.５ 

Ｒ７.10.５ 

Ｒ７.11.４ 

Ｒ７.11.28 

Ｒ７.12.25 

Ｒ８.１.27 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

（昭和４８年法律第１１７号）第４条第１項、

第２項及び第４項並びに第５条第２項、第３項

及び第８項に規定する新規化学物質の判定等に

関する化学物質審議会への諮問について 

Ｒ７.６.12 

 

Ｒ７.６.25 

 
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

（昭和４８年法律第１１７号）第２条第２項に

規定する第一種特定化学物質に関する化学物質

審議会への諮問について 

Ｒ７.７.14 Ｒ７.９.10 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

（昭和４８年法律第１１７号）第２４条第１項

に規定する第一種特定化学物質使用製品等に関

する化学物質審議会への諮問について 

Ｒ７.９.12 Ｒ７.12.８  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

（昭和４８年法律第１１７号）第２４条第１項

に規定する第一種特定化学物質使用製品等に関

する化学物質審議会への諮問について 

Ｒ７.11.12 Ｒ８.２.４ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

（昭和４８年法律第１１７号）第２条第５項に

規定する優先評価化学物質の指定に関する化学

物質審議会への諮問について  

Ｒ８.１.５  Ｒ８.２.４ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第
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諮問年月日 答申年月日 件 名 

４１６号）による改正後の化学物質の審査及び

製造等の規制に関する法律施行令（昭和４９年

政令第２０２号）第１条第１項第３７号に規定

する化学物質に関する化学物質審議会への諮問

について 


